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資料1-２

景観地区内の土地利用について

○ ゾーニングの考え方

魅力を高めるリゾートエリアの集積と自然環境を保全するエリアを区分し、自然環境と調和した持続

可能な国際的なリゾート地とする土地利用を目指す。

① リゾート施設集積エリア（中高層エリア）

スキー場周辺において、リゾート地の拠点となる中高層の宿泊施設や店舗などの集積を促し、質の

高いリゾート地を形成する。

② 低密度リゾート滞在エリア（低層エリア）

中高層の集積する施設の周囲に低層の宿泊施設等が形成している地域において、建築物などの

高さやボリュームなどを抑え、落ち着きのあるリゾート景観とする。

③ 森林・農地保全エリア

良好な自然環境の維持がリゾート地の価値につながることを踏まえ、低層の宿泊施設等で形成す

る地域の外縁にあたる森林地域や農業地域は、リゾート開発を抑え、自然環境の保全に努める。

１） リゾート滞在型（保全エリアⅠ）

スキー場に比較的近接し今後開発が見込まれるエリアを中心に、宿泊施設や店舗等の立地を許

容しつつ、周辺の自然環境に最大限配慮した土地利用とする。

２） リゾート居住型（保全エリアⅡ）

スキー場から離れ、周辺にリゾート系の土地利用が進んでいない森林地域や農業が展開してい

る地域において、保全を前提とし、住居系を基本とした土地利用とする。

現在の景観地区の地域区分を見直す
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〇 建築物の形態制限について

準都市計画区域において、建築基準法に基づき、建ぺい率・容積率・斜線制限（道路・隣地）を設定し

ている。

現行
地区名 建蔽率 容積率 道路斜線制限 隣地斜線制限

センタービレッジ地区
山田Ⅱ地区
大沢川沿い地区
花園ビレッジ地区
ペンションビレッジ地区 50% 200%
山田Ⅰ地区
樺山地区
双子山地区
東岩尾別地区
西岩尾別・旭・花園地区
羊蹄の里地区
ノースヒルズ地区

40% 300%

40% 200%

30% 100%

勾配
（1.5）

勾配
20ｍ（1.25）

新たなイメージ
地域区分 建蔽率 容積率 道路斜線制限 隣地斜線制限

リゾート施設集積エリア
（中高層エリア）

40%
200％～
300%

低密度リゾート滞在エリア
（低層エリア）

30％～
40％

100％～
200％

森林・農地保全エリア
（保全エリアⅠ・Ⅱ）

30%
50％～
100％

勾配
（1.25～1.5）

勾配
20ｍ（1.25）
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〇 景観地区（建築物）のルールの考え方

景観法において、形態意匠（外観の色彩や屋根勾配など）を必ず定め、高さ、外壁後退距離、最低敷

地面積の制限については、定めることができる。

現行

屋根 外壁 道路から 隣地から
センタービレッジ地区 2～6m なし
山田Ⅱ地区
大沢川沿い地区
花園ビレッジ地区 なし 1,000㎡
ペンションビレッジ地区 2～6ｍ なし
山田Ⅰ地区 ３寸以上勾配屋根 5ｍ（角地他方3ｍ）
樺山地区
双子山地区
東岩尾別地区 16ｍ 2ｍ～高さに応じて
西岩尾別・旭・花園地区
羊蹄の里地区 5ｍ（角地他方3ｍ）
ノースヒルズ地区 5～10ｍ 5ｍ 1,000㎡

外観の色彩 外壁後退距離
地区名 外観の意匠 高さ 最低敷地面積

付属物の一体性

16m（22ｍ）
2ｍ～高さに応じて

6ｍ
500㎡

13ｍ 1.5～2ｍ

330㎡付属物の一体性 2～6ｍ

13ｍ
1.5～2ｍ

３寸以上勾配屋根

明度
6以下

彩度
8以下～２以下

明度
4以上8以下
（一部7.5以
下）

彩度
8以下～4以下

新たな考え方

屋根 外壁 道路から 隣地から
外観の色彩 外壁後退距離

地域区分 外観の意匠 高さ 最低敷地面積

リゾート施設集積
エリア

（高層エリア）

16m（22ｍ）
※高さ制限を設けな
いエリアの検討

2～6ｍ 2ｍ～高さに応じて
330㎡～
1,000㎡低密度リゾート滞在

エリア
（低層エリア）

13ｍ～16m
※基本は13m

2～6ｍ
1.5～2ｍ

※落雪飛距離への考
慮について検討

森林・農地保全エリア
（保全エリアⅠ・Ⅱ）

13ｍ 5～10ｍ 2～５ｍ
500㎡～
1,000㎡

（要検討） （要検討） （要検討）
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〇 特定用途制限地域（建築物）のルールの考え方

都市計画法及び建築基準法において、地域を定めることにより、特定の用途を制限することができる。

現行

区　分
観光Ⅰ
地区

観光Ⅱ
地区

田園居住
地区

観光居住
地区

市街地隣接
地区

工場（建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く）
　※１　原動機を使用する工場（作業場の床面積50㎡超）

●
※１

●
※１

●
※１

● ●
※１

危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
　【令第１３０条の９表中】
　　　※１　商業地域欄に掲げる量を超える
　　　※２　準住居地域欄に掲げる量を超える

●
※１

●
※１

●
※１

●
※2

●
※１

店舗、飲食店その他これらに類するもの
　【その用途に供する部分の床面積の合計】
　　　※1　1,500㎡超（宿泊施設に附属する施設を除く）
　　　※2　令130条の５の２に規定されていないもの、及び令130条
　　　　　　　　の５の２に規定されていて150㎡超（宿泊施設に附属す
　　　　　　　　る施設を除く）

●
※１

●
※2

●
※１

カラオケボックスその他これに類するもの
　　　※１　宿泊施設付属を除く）

●
※１

●
※１

● ●

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場、場外勝舟投票券発売所

● ● ● ● ●

ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
　※１　宿泊施設に附属する施設は除く

●
※１

●
※１

● ●

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール
　※１　宿泊施設に附属する施設は除く

●
※１

●
※１

●
※１

● ●

個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第１３０条の９
の５に規定するもの

● ● ● ● ●

倉庫業を営む倉庫
● ● ● ● ●

畜舎
　※１　床面積の合計が15㎡超（宿泊施設に附属する施設は除く）
　※２　床面積の合計が１００㎡超（宿泊施設に附属する施設は除く）

●
※１

●
※１

●
※１

●
※２

劇場、映画館、演芸場または観覧場
　※１　宿泊施設に附属する施設は除く

●
※１

●
※１

● ●

・鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金
属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用する
用途

● ● ● ●

・レディミクスコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が
2.5Kw超の原動機を使用する用途

● ● ● ●

・アスファルト、コールタール、木タール、石油上流産物又はその残り
かすを原料とする製造に供する

● ● ● ● ●

築
造
し
て
は
な
ら
な
い
工
作
物

建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物

新たなイメージ

建築物 工作物

リゾート施設集積エリア
（中高層エリア）

低密度リゾート滞在エリ
ア

（低層エリア）

森林・農地保全エリア
【リゾート滞在型】
（保全エリアⅠ）

森林・農地保全エリア
【リゾート居住型】
（保全エリアⅡ）

制限の概要

「観光Ⅰ地区」を基本に見直し

「観光居住地区」を基本に見直し
※畜舎の制限緩和を検討

※事務所等の床面積の制限を検討
※ホテル・旅館の立地制限（床面積）の強化を検討

地域区分

「観光Ⅱ地区」を基本に見直し
※店舗、飲食店等の床面積の制限を検討
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〇 その他

景観形成において、建築物以外に配慮が必要な事項（緑化、工作物、開発行為など）について、景観

計画や条例等への位置づけが考えられる事項

新たなイメージ

高さ セットバック

（要検討） （要検討） （要検討）

建築敷地の使い方 工作物
土留め壁・法面・柵地域区分

緑化 駐車場 堆雪スペース
意匠上の門・擁
壁など

リゾート施設集積
エリア

（高層エリア）
3～５%

・建築指導要綱
の台数確保
・建築敷地内で
の台数確保
・原則、建物内
※住宅、戸建て型コ
ンドミニアム、小規
模店舗を除く

低密度リゾート滞在
エリア

（低層エリア）
5～１０%

・建築指導要綱
の台数確保
・建築敷地内で
の台数確保
・縦列配置禁止
※前後に車路があ

る場合は除く

・道路に面する
場合は緑化、
セットバックに
よる配置

森林・農地保全エリア
（保全エリアⅠ・Ⅱ）

20～５０%
※森林地域は50%
の残地森林率

・歩行動線、路
外駐車場と同
面積を確保
※歩行動線、路外
駐車場に隣接する
位置に配置

※夏季はオープン
スペースとして活用
※ヒーティング対応
は適用除外

擁壁

高さ セットバック 高さ セットバック

（要検討） （要検討） （要検討） （要検討） （要検討） （要検討）

開発行為

法面地域区分
緑地 緑化

開発・リノベーション
誘導エリア
（高層エリア）

低密度型誘導エリア
（低層エリア）

森林・農地保全エリア
（保全エリアⅠ・Ⅱ）

※森林の多い
地域において
は、林地開発行
為に及ばない
場合でも残地
森林率の設定
を検討


